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 聖籠町職員の旅費に関する条例の改正に伴う関係条例の整理に関する条例を

ここに公布する。 

  令和２年９月１１日 

                   聖籠町長  西 脇 道 夫 

聖籠町条例第３４号 

聖籠町職員の旅費に関する条例の改正に伴う関係条例の整理に関する条

例 

 次に掲げる条例の規定中「聖籠町職員の旅費に関する条例」を「聖籠町職員

等の旅費に関する条例」に改める。 

（１） 聖籠町固定資産評価審査委員会条例（昭和３５年聖籠町条例第３号）

第１５条 

（２） 聖籠町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和３１

年聖籠町条例第４６号）別表第１ 

（３） 証人等の実費弁償に関する条例（昭和４１年聖籠町条例第３号）第３

条第１項 

（４） 聖籠町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例（昭和４６年聖

籠町条例第９号）第７条第１項 

（５） 聖籠町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年

聖籠町条例第１１号）第２７条第２項 

（６） 聖籠町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例（昭和４１

年聖籠町条例第９号）第１３条第４項 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 


